
 

 定年後の
 
 労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

る特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平成

 通常は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算

申込みにより無期労働契約に転換することとなり

場合は定年後の有期雇用労働者に

※有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。

 
   
 

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合】
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認定を受けると、無期転換申込権

が発生しないため、有期労働契約

を更新していくことが可能

無期労働契約転換が繰り返し通算

定年後の

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

る特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平成

通常は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算

申込みにより無期労働契約に転換することとなり

は定年後の有期雇用労働者に

有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合】
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認定を受けると、無期転換申込権

が発生しないため、有期労働契約

を更新していくことが可能

無期労働契約転換が繰り返し通算

定年後の無期

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

る特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平成

通常は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算

申込みにより無期労働契約に転換することとなり

は定年後の有期雇用労働者に無期転換申込権は

有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合】
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認定を受けると、無期転換申込権

が発生しないため、有期労働契約

を更新していくことが可能です。

無期労働契約転換が繰り返し通算

無期転換ルールの特例とは？

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

る特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平成

通常は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算

申込みにより無期労働契約に転換することとなり

無期転換申込権は

有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合】
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認定を受けると、無期転換申込権

が発生しないため、有期労働契約

です。 

無期労働契約転換が繰り返し通算 5

転換ルールの特例とは？

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

る特別措置法（有期雇用特別措置法）」が平成 27 年 4 月 1
通常は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算 5 年を超えて

申込みにより無期労働契約に転換することとなりますが、

無期転換申込権は発生しません。

有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。

【平成２５年４月開始で契約期間が１年の場合】 
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転換ルールの特例とは？

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

1 日に施行されました。

年を超えて繰返し更新された場合に、労働者の

、有期雇用特別措置法に基づく特例が認定された

発生しません。 
有期雇用特別措置法の適用には、労働局長の認定が必要です。 
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転換ルールの特例とは？

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

日に施行されました。

繰返し更新された場合に、労働者の
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転換ルールの特例とは？

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者

日に施行されました。 
繰返し更新された場合に、労働者の
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転換ルールの特例とは？ 

労働契約法に基づく「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期労働者等に関す

繰返し更新された場合に、労働者の

特別措置法に基づく特例が認定された
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 定年後継続雇用される有期雇用労働者の無期転換ルールの特例は、岩手労働局への申請が

必要です。 
「継続雇用の高齢者にかかる認定申請（第二種計画認定申請）」について、６つのポ

イントをご説明します。 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご不明な点につきましては、岩手労働局 雇用環境・均等室までお問い合わせください。 
 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通１-９-１５盛岡第 2 合同庁舎５F 電話 ０１９-６０４-３０１０ 

有期雇用特別措置法 

第二種計画認定申請 ６つのポイント 

☆ポイント 1 

認定は企業単位です。 

認定申請は、本社・本店が行ってください。 

支店・営業所等からの申請はできません。 

☆ポイント２ 

認定申請の時点で特例の対象となる労

働者がいなくても、将来対象労働者が生

じる見込みがあれば申請可能です。 

☆ポイント３ 認定申請書の提出先は岩手労働局です。 
 【原則】  ①労働局（雇用環境・均等室）に直接提出 ②労働局（雇用環境・均等室）に郵送 

※労働基準監督署を経由しての提出も可能です。 
 

☆ポイント４  主な認定要件は、次の２点です。 
①高年齢労働者に対する適切な雇用管理措置を計画していること。 
・高年齢者雇用推進者の選任や職業訓練の実施、作業施設・方法の改善などの中から一つ以上実施 
②申請時点において、高年齢雇用確保措置を完了していること。 
・65 歳以上への定年の引き上げ 
又は 
・継続雇用制度の導入 
（希望者全員を対象、又は経過措置に基づく労使協定により継続雇用対象者を限定する基準を利用） 

☆ポイント５ 

ポイント 4 の認定要件に関し、その状況が明らかとなる書類を添付してください。 
※ 申請書と添付書類については、それぞれ原本と写しの合計 2 部をご提出ください。 

【添付書類の例】 
・高年齢者雇用状況報告書の写し  ・雇用管理措置の種類に応じた実施計画書 
・就業規則の写し         ・継続雇用にかかる労使協定の写し    など 

☆ポイント６  高年齢労働者の全てが特例対象となるわけではありません。 
「継続雇用の高齢者」とは、その会社で定年に達し引き続いて雇用される労働者を指します。 
したがって、①他社で定年退職し、その後雇用された労働者 
       （その後雇用された会社が特殊関係事業主の場合は除く） 

②定年に達しない時点で無期雇用から有期雇用に転換した労働者は、 
特例の対象にならず、有期労働契約が通算して 5 年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。 


